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無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

本日のご説明内容

 設計及び工事計画認可申請に係る審査会合の指摘事項に対する回答

No. 実施日 指摘事項

1
2022年10月20日
第1082回 審査会合

【大物搬入建屋 杭の損傷要因について】
柏崎刈羽原子力発電所において現在実施されている、6号機大物搬入建屋
以外の他号機も対象とした、杭基礎構造物周辺の調査等について、当該調
査結果を説明すること。その際は、本会合は6号機の設工認の審査会合である
ことから、6号機に関する調査結果を中心に、それ以外の号機に関する調査結
果も分かるように説明をすること。また、追加調査において、今回説明のあった
類似事案がもれなく抽出されているかについて、調査対象の網羅性や調査プロ
セスも含めて説明すること。

 回答
6号機大物搬入建屋以外の他号機も対象とした、杭基礎構造物周辺の調査等について、 6号機に関す
る調査結果を中心に、調査対象の網羅性及び調査プロセスを含めて、本資料により説明する。
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1. 杭の損傷に関する追加調査実施の経緯（1/2） 3

 6号機大物搬入建屋は、新規制基準を踏まえた安全対策として、原子炉建屋と同等のＳクラスとする
耐震強化工事を実施。2021年7月、当該工事において、隅杭（No.8杭）に損傷を確認、その後の
調査により、隅杭（No.8杭）と隣接杭（No.6杭）に損傷が集中していることが判明。

 以降、損傷原因究明のため、詳細調査を開始。

（1）6号機大物搬入建屋の杭損傷事象

 詳細調査の結果、6号機大物搬入建屋の杭損傷要因は、建設残置物である地中の大型クレーン用

セメント改良土が杭に干渉しているという状況のもとで、新潟県中越沖地震による地震力が作用したこ
とによるものであると推定。

（2）6号機大物搬入建屋の調査結果まとめ

建設残置物が無い状態

No.8杭 No.6 No.4 No.2
大物搬入建屋

No.8杭が建設残置物に拘束された状態（推定）

No.8杭 No.6 No.4 No.2

大物搬入建屋

建設
残置物

杭頭部がせん断により損傷

地震力の多くが集中的に伝達

6号機大物搬入建屋 地震力伝達イメージ図
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1. 杭の損傷に関する追加調査実施の経緯（2/2） 4

追加調査1 建設残置物の調査

 6号機大物搬入建屋と同様にセメント改良

土等の建設残置物が杭に干渉していない
か確認するため、主要な杭支持構造物を

対象に追加調査を実施。

（3）追加調査実施の経緯

 6号機大物搬入建屋の杭の損傷は、設計で考慮していない建設残置物（セメント改良土）が杭を拘

束している状況のもとで、新潟県中越沖地震による地震力が作用したという特異な要因によるものであ
り、上物・基礎部に異常がなく、かつ建設残置物の影響を受けていない杭支持構造物においては、当

該事象のような耐震性能に影響のある損傷はないと考える。

追加調査2 4号機大物搬入建屋の調査

 上物・基礎部に異常がなく、かつ建設残置物の
影響を受けていない杭支持構造物においては、
6号機大物搬入建屋のような耐震性に影響の
ある損傷はないという当社の考えをより確かなも
のにするため、同種構造であり、新潟県中越沖
地震において地震影響の大きかった荒浜側に立
地している4号機大物搬入建屋（上物・基礎
部に異常なし、建設残置物の影響なし）を対
象に追加調査を実施。
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5

【主要な杭支持構造物】
主要な杭支持構造物とは、耐震上の重要性を考慮し基準地震動Ssによる耐震評価が要求される施設を対象とする。
具体的には、設計基準対象施設のうち耐震重要施設、耐震重要施設の間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施
設、並びに重大事故等対処施設※、重大事故等対処施設※の間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設とし、
（1）~（3）の条件により選定。

（1）7号機：7号機設計及び工事の計画の認可「Ⅴ-2-1-4耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設
区分の基本方針」に記載の杭支持構造物を選定。

（2）6号機：6号及び7号炉の新規制基準適合性に係る発電用原子炉設置変更許可申請書（平成29年12月
27日付け，原規規発第1712272号をもって設置変更許可）及び（1）を参考に新規制基準後
の補正申請時の耐震重要度分類を想定し杭支持構造物を選定。

（3）1～5号機：（1）を参考に新規制基準後の変更申請時の耐震重要度分類を想定し杭支持構造物を選定。

 調査対象施設は、発電所構内の建物・構築物及び土木構造物のうち、主要な杭支持構造物を抽出
し、このうち杭に接する地盤改良を実施していないものとする。

2.1.1. 調査対象施設の選定方法（1/2）

【杭に接する地盤改良】
杭に接する地盤改良とは、基礎スラブ直下を地盤改良し、その部分に杭を打設したものを示す。

地盤改良なし、杭に接しない地盤改良杭に接する地盤改良

改
良
体

断面図

杭支持構造物
▼地表面 ▼地表面

杭支持構造物
▼地表面

杭支持構造物

断面図

改
良
体

改
良
体

※重大事故等対処施設は基準地震動Ssによる耐震評価が要求される施設を対象とし，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，及び常設重大事故防止設備
（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類がBクラス又はCクラスのもの）は除く。
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2.1.1. 調査対象施設の選定方法（2/2） 6

 調査対象施設を以下のフローに基づき選定。

杭に接する地盤改良を
実施していない

Yes

主要な杭支持構造物か

Yes

No

No

調査対象外

調査対象外

Step1

Step2

選定開始

調査対象施設
選定完了

発電所構内の建物・構築物及び土木構造物
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72.1.2. 調査対象施設の選定結果（1/2）

No. 施設名称

Step1 主要な杭支持構造物
○：該当、－：該当しない

Step2
地盤改良
の有無

調査対象
○：対象、－：対象外

（1）7号機 （2）6号機 （3）1～5号機

1 4号機大物搬入建屋 － － ○ なし 追加調査2で掘削により確認のため対象外

2 6号機大物搬入建屋 － ○ － なし 基礎下掘削により確認済みのため対象外

3 7号機大物搬入建屋 ○ － － あり －

4 1/2号機主排気筒 － － ○ あり －

5 3号機主排気筒 － － ○ あり －

6 4号機主排気筒 － － ○ あり －

7 5号機主排気筒※1 － － ○ あり －

8 4号機非常用ガス処理系配管ダクト － － ○ あり －

9 5号機非常用ガス処理系配管ダクト － － ○ あり －

10 6号機軽油タンク基礎 ○ ○ － なし ○

11 6号機燃料移送系配管ダクト － ○ － あり －

12 7号機軽油タンク基礎 ○ ○ － なし ○

13 7号機燃料移送系配管ダクト ○ － － あり －

14 固体廃棄物貯蔵施設※2 ○ ○ ○ なし ○

15 使用済燃料輸送容器保管建屋※2 ○ ○ ○ あり －

16 焼却炉建屋（荒浜側）※2 － － ○ なし ○

17 焼却炉建屋（大湊側）※2 ○ ○ ○ なし ○

18 ランドリ建屋（荒浜側）※2 － － ○ なし ○

19 5号機フィルタベント基礎※1 － － ○ なし ○

20 6号機フィルタベント基礎 － ○ － なし ○

21 7号機フィルタベント基礎 ○ － － なし ○

22 D/Dポンプ建屋（荒浜側）※2 － － ○ なし ○

23 D/Dポンプ建屋（大湊側）※2 ○ ○ ○ なし ○

24 常設代替交流電源設備基礎 ○ ○ － あり －

 主要な杭支持構造物のうち、杭に接する地盤改良を実施していない施設を調査対象とする。

※1 No.7、No.19の施設については、7号機設工認において、波及的影響を考慮すべき施設の下位クラス施設として評価している。
※2 6号機大物搬入建屋と同様の建屋構造であり，同種の杭構造の施設（No.14～18,22,23）も本調査に併せて実施することから、対象施設として記載。
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焼却炉建屋
（大湊側）

5号機フィルタベント基礎

7号機フィルタベント基礎

固体廃棄物貯蔵施設

D/Dポンプ建屋
（大湊側）

焼却炉建屋
（荒浜側）

PN

：調査対象施設

D/Dポンプ建屋
（荒浜側）

凡例

ランドリ建屋
（荒浜側）

7号機軽油タンク基礎

6号機フィルタベント基礎

6号機軽油タンク基礎

調査対象施設 配置図

 選定した調査対象施設の配置図を、以下に示す。

2.1.2. 調査対象施設の選定結果（2/2）
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2.2.1. 建設残置物の追加調査方法 9

 選定した調査対象施設に対し、以下フローに従い、建設残置物の調査を実施。

調査完了

あり

建設残置物撤去

なし

2 表面波探査
建設残置物が存在する

可能性の確認

3 追加調査による
建設残置物の確認

あり

1 机上調査
建設残置物の確認

なし

あり

なし

【1 机上調査による確認】
以下の資料により、建設残置物の有無を確認

■建設残置物に関する記録
・建設仮設計画書、撤去計画書、施工写真等

■建物・構築物等に関する記録
・設計図書、地盤調査報告書、工事記録、
施工結果報告書、施工写真等

■聞き取り調査による確認
・今回の調査に当たり、当社・協力会社における
当時の工事関係者を対象として、建設残置物
に関する聞き取りを実施

【2 表面波探査による確認】
表面波探査の結果について、以下の要領により、建
設残置物の有無の可能性を確認

■建設残置物が存在する可能性がない
①硬いものを示すデータがない場合
②硬いものを示すデータがあるが、隣接構造物や
安全対策工事で実施した地盤改良体による
影響であると判断できる場合

■建設残置物が存在する可能性がある
③硬いものを示すデータがあり、工事記録等により、
建設残置物ではないと判断できない場合

【3 追加調査による確認】
ボーリング調査、または基礎下掘削調査により建設
残置物の有無を確認する。
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2.2.2. 建設残置物の追加調査結果（1/2） 10

No.
※１

調査対象施設
1 机上調査

建設残置物の有無

2 表面波探査
建設残置物が存在す
る可能性の有無※２

3 追加調査
建設残置物の確認

建設残置物
確認結果

19 5号機フィルタベント基礎 なし あり（③） 要 調査中

20 6号機フィルタベント基礎 あり －
基礎下掘削調査
（実施済）

あり
（撤去済）

21 7号機フィルタベント基礎 なし あり（③）
追加ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
（実施済）

なし

10 6号機軽油タンク基礎 なし なし（②）

－ なし

12 7号機軽油タンク基礎 なし なし（②）

14 固体廃棄物貯蔵施設 なし なし（②）

16 焼却炉建屋（荒浜側） なし なし（①）

17 焼却炉建屋（大湊側） なし なし（②）

18 ランドリ建屋（荒浜側） なし なし（①）

22 D/Dポンプ建屋（荒浜側） なし なし（①）

23 D/Dポンプ建屋（大湊側） なし なし（①）

 調査結果を以下に示す。

 5号機フィルタベント基礎以外の調査は完了

 6号機フィルタベント基礎において、基礎下掘削調査の結果、建設残置物が杭に干渉していることを確
認した。杭に干渉する部分の建設残置物は撤去済み。

 7号機フィルタベント基礎において、追加ボーリング調査の結果、建設残置物は確認されなかった。

※１ P.7と同様 ※２ 括弧内の数字は、P.9の【2 表面波探査による確認】の分類に対応
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 主要な杭支持構造物に対し、建設残置物の調査を行った結果、5号機フィルタベント基礎及び6号機
フィルタベント基礎において、建設残置物のうち設計で考慮していない地中の大型クレーン用セメント改
良土が杭に干渉している可能性があるものとして抽出された。

 以下に、5号機フィルタベント基礎、6号機フィルタベント基礎とセメント改良土の配置を示す。
 なお、 7号機南側にもセメント改良土が存在するものの、調査対象施設との干渉はない。

2.2.2. 建設残置物の追加調査結果（2/2） 11

凡例 ：建設残置物（セメント改良土）

6号機フィルタベント基礎

5号機フィルタベント基礎
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12

 5号機フィルタベント基礎と建設残置物（セメント改良土）の計画範囲との位置関係を図示。

 掘削調査を行い、セメント改良土と杭との干渉の有無を確認する。セメント改良土と杭とが干渉している

場合には、干渉範囲のセメント改良土の撤去を実施予定。

 なお、現時点で5号機フィルタベント基礎は重要設備を内包していない。

写真①

凡例

写真②

2.2.3. 5号機フィルタベント基礎 調査状況

：建設残置物（セメント改良土）計画範囲

K5 R/B

PN

写真①
撮影方向

写真②
撮影方向

セメント改良土
（想定）

K5FV
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2.2.4. 6号機フィルタベント基礎 調査結果 13

 6号機フィルタベント基礎の杭と建設残置物が干渉する可能性のある範囲を掘削し、目視確認を実施。

 掘削調査の結果、6号機フィルタベント基礎の手前側で確認した建設残置物が東側の3本の杭に接して
いることを確認。

 確認された杭周辺の建設残置物（セメント改良土）については、既に撤去済み。

フィルタベント基礎

A

A

6号機フィルタベント基礎平面図

撮影方向

：建設残置物計画範囲

：耐震強化工事地盤改良体

：今回取り除いた建設残置物

：砂質土

PN

：掘削済み範囲

a部

：場所打ち鋼管コンクリート杭

：建設残置物杭干渉位置

a部写真

杭 砂

建設残置物

基礎

砂

地盤
改良体

11

杭

フィルタベント基礎

杭杭

約3ｍ

スロープ掘削ライン
建設残置物 約1.8ｍ

a部A-A断面図

約1ｍ

約1.4m

耐震強化工事
地盤改良体

約1.5ｍ

（凡例）

：掘削調査計画範囲

約
3
ｍ
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2.2.5. 7号機フィルタベント基礎 調査結果 14

 7号機フィルタベント基礎周辺の表面波探査を実施した結果、硬いものを示すデータを確認。

 既存のボーリング調査結果において、建設残置物は確認されていないが、調査数が少ないため、建設
残置物が存在する可能性を否定できない。よって、追加ボーリング調査を実施。

 追加ボーリング調査の結果、6号機フィルタベントで見られたような建設残置物は確認されず、表面波
探査で確認されたデータは、周囲の安全対策工事で実施した地盤改良体の影響によるものと判断。

埋設物探査と追加ボーリング調査位置図

杭

フィルタベント基礎

No.1No.3

No.4 No.2

ボーリング
No．

追加ボーリング
による地中埋設物

の有無

建設残置物の
確認結果

No.1（既存） なし なし

No.2（既存） なし なし

No.3（既存） なし なし

No.1 なし なし

No.2 なし なし

No.3 なし なし

No.4 なし なし

ボーリング調査による建設残置物の確認結果

No.1（既存）

No.2（既存）

No.3（既存）
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3. 4号機大物搬入建屋の調査（1/2） 15

杭伏図

杭上部調査結果一覧

A-A‘矢視

※1 「建築研究資料 №90 1997.8 建築基礎の被災度区分判定指標及び復旧技術例」
の考えに沿って評価

 基礎スラブ下約3mまで掘削し、杭の外観目視によるひび割れ等の調査を実施。

 調査の結果、6本全ての杭で、幅1mm未満のひび割れが確認されたものの、杭としての支持性能に大
きな支障となる損傷はなく、耐震性能に影響がない状態であることを確認。

 なお、杭下部については非破壊試験（衝撃弾性波反射法）を実施し、健全性を確認。
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No.1杭上部の状況

 杭上部の状況写真を以下に示す。
 杭の耐震性に影響するような損傷がないことを確認した。

No.2杭上部の状況

3. 4号機大物搬入建屋の調査（2/2）

No.3杭上部の状況

No.4杭上部の状況 No.5杭上部の状況 No.6杭上部の状況キープラン

※ひび割れ箇所の明確化のため、チョークでマーキングしている。
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4. 追加調査のまとめ 17

 5号機フィルタベント基礎以外の調査は完了

■6号機大物搬入建屋の杭損傷事象を踏まえて実施した追加調査の結果は以下のとおり。

１．建設残置物の調査

 新潟県中越沖地震以降に建設した5/6号機フィルタベント基礎の一部で建設残置物（セメ
ント改良土）の計画範囲が干渉していることを確認。

⇒6号機フィルタベント基礎は、掘削し、杭と干渉する部分を撤去済み

⇒5号機フィルタベント基礎は、今後掘削調査を行い、干渉している場合は撤去予定

２．4号機大物搬入建屋の調査

 6号機大物搬入建屋と同種構造であり、新潟県中越沖地震において地震影響の大きかった
荒浜側に立地している４号機大物搬入建屋の杭を対象に調査を実施した結果、耐震性能
に影響ない状態であることを確認。

 上物・基礎部に異常がなく、かつ建設残置物の影響を受けていない杭支持構造物においては
耐震性能に影響のある損傷はないという考えの妥当性を確認
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 6号機大物搬入建屋

 杭周辺の建設残置物は撤去済み

 6号機の設工認補正申請に向け、損傷した杭の再使用に係る妥当性と耐震安全性を評価

 評価の結果を踏まえて、6号機の補正申請後の審査では、建屋の耐震設計に係る説明を行う

予定

 6号機フィルタベント基礎

 杭周辺の建設残置物は撤去済み

 6号機の設工認補正申請に向け、掘削調査完了後の地盤条件を考慮した耐震安全性を評価

 評価の結果を踏まえて、6号機の補正申請後の審査では、建屋の耐震設計に係る説明を行う

予定

5. 一連の追加調査を踏まえた設計上の対応について（1/2）

 今回実施した一連の追加調査を踏まえた設計上の対応は以下のとおり。
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 5号機フィルタベント基礎

 建設残置物の掘削調査を行い、杭周辺に建設残置物が接している場合は撤去予定。

 5号機フィルタベント基礎に関して、7号機設工認の補足説明資料の波及的影響評価

（以下（１）,（２））及び竜巻防護（以下（３））において以下の説明を行ってい

る。

（１）5号機原子炉建屋（緊急時対策所）への波及的影響評価として、5号機フィルタ

ベント基礎が仮に転倒し、5号機原子炉建屋へ衝突しても問題がないことを確認

（２）5号機可搬電源（電源車）への波及的影響評価として、5号機フィルタベント基礎が仮に

沈下しても転倒には至らず、電源車に衝突しないことを確認

（３）5号機可搬電源（電源車）の竜巻による横滑りを防止するための防護壁として、電源車

が5号機フィルタベント基礎の遮へい壁に衝突して、横滑りしないことを確認

⇒上記（１）～（３）のいずれにおいても、杭に期待した評価は行っておらず、仮に建設残置

物が杭に干渉しており、その結果杭が地震で損傷した場合においても、当該評価の内容に影

響するものではない。

 5号機フィルタベント基礎は、 6号機の補正申請後の審査においても、波及的影響評価及

び竜巻防護について、上記と同様の説明を行う予定。

5. 一連の追加調査を踏まえた設計上の対応について（2/2）
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20（参考）5号機フィルタベント基礎の7号機設工認補足説明資料における記載内容

（１） 5号機原子炉建屋（緊急時対策所）への波及的影響評価（１／２）

 KK7補足-024-3 「下位クラス施設の波及的影響の検討について」

6．下位クラス施設の検討結果

6.1 相対変位又は不等沈下による影響検討結果
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（１） 5号機原子炉建屋（緊急時対策所）への波及的影響評価（２／２）

添付資料９ 緊急時対策所に対する周辺建屋の波及的影響について

5号機原子炉建屋（緊急時対策所）への波及的影響は5号機サービス建屋を代表建屋として影響評価。
当該評価結果より、周辺建屋が5号機原子炉建屋に衝突した場合を想定しても、波及的影響を及ぼすことが
ないことを確認している。

(中略）

（参考）5号機フィルタベント基礎の7号機設工認補足説明資料における記載内容
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 KK7補足-021-2 「工事計画に係る補足説明資料（可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート）」

8．保管場所及び屋外アクセスルート周辺構造物の耐震性評価について

（13）5号機格納容器圧力逃がし装置基礎の東側保管場所への影響評価について

（２）5号機可搬電源（電源車）への波及的影響評価（１／２）

(以下、抜粋）

（参考）5号機フィルタベント基礎の7号機設工認補足説明資料における記載内容
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（２）5号機可搬電源（電源車）への波及的影響評価（２／２）

地盤の液状化を考慮した沈下量及び最大傾斜角の評価において、
保守的に杭を無視した評価を行い、5号機FV基礎が仮に沈下して
も転倒には至らず、5号機可搬電源（電源車）に衝突しないことを
確認している

（参考）5号機フィルタベント基礎の7号機設工認補足説明資料における記載内容
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（３）5号機可搬電源（電源車）の竜巻による横滑りを防止するための防護壁
 KK7補足-019 「工事計画に係る補足説明資料（発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書）」

７．屋外の重大事故等対処設備の竜巻防護設計について

5号機可搬型電源（電源車）は5号機FV遮へい壁が障害となるため、竜巻により横滑りしないことを確認している。
仮に杭がないとして、5号機フィルタベント基礎が傾斜していたとしても、横滑りに関する評価に影響はない。

（参考）5号機フィルタベント基礎の7号機設工認補足説明資料における記載内容
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（参考）6号機フィルタベント基礎 概要
25

使用材料
コンクリート：Fc＝24(N/mm2)
鉄筋：主筋 SD390

帯筋 SD345
鋼管：SKK1490
注：以下、Plant Northを「PN」と
いい、東京湾平均海面を
「T.M.S.L.」という。杭配筋図（左・上杭，右：下杭）

東西方向 断面図杭伏図（単位：mm）平面図（単位：mm）

 柏崎刈羽原子力発電所6号機フィルタベント基礎は、6号機原子炉建屋の東側に位置する、基礎平
面は14.6m（NS方向）×15.1m（EW方向）、地上高さは14.3mの鉄筋コンクリート造の工作
物である。

 平面図、杭伏図、断面図及び杭配筋図を以下に示す。

14,600

1
5
,1

0
0

T.M.S.L. 26,300

T.M.S.L. 12,000

2
,5

5
0

2
,5

5
0

〃
〃

〃

3,750 3,7504,800

PN

杭種：場所打ち鋼管コンクリート杭

杭長：約28m
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（参考）4号機大物搬入建屋 建屋概要 26

杭伏図（単位：mm）
A-A‘断面図（単位：mm）

使用材料
コンクリート：Fc＝23.5(N/mm2)
鉄筋：SD345

注：以下、Plant Northを「PN」と
いい、東京湾平均海面を
「T.M.S.L.」という。

杭配筋図（左：上杭，右：下杭）

 柏崎刈羽原子力発電所4号機大物搬入建屋は、4号機原子炉建屋の東側に隣接する、基礎平面
は12.95m（NS方向）×8.5m（EW方向）、地上高さは7.65mの鉄筋コンクリート造1階建ての
建物である。

 平面図、杭伏図、断面図及び杭配筋図を以下に示す。

キープラン

A

原子炉建屋

大物搬入建屋

A’

平面図（単位：mm）

鉄筋(帯筋) D16@100

コンクリート

鉄筋(主筋) 12-D32

杭種：場所打ちコンクリート杭
杭長：約45ｍ
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27（参考）4号機大物搬入建屋 杭の調査・評価について

 4号機大物搬入建屋の調査・評価については「柏崎刈羽原子力発電所4号機 新潟県中越沖地震
後の設備健全性に係わる点検・評価計画書（建物・構築物編）」に準拠し、以下のフローにて調査・
評価を実施。

 なお、目視調査においては、 「建築基礎の被災度区分判定指針及び復旧技術例（建設省建築研
究所，建築研究資料）」を参考とした。

※建築基礎の被災度区分判定指針及び復旧技術例（建設省建築研究所，建築研究資料）

杭の損傷度分類例4号機大物搬入建屋 杭の調査・評価フロー
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（参考）建設計画・設計・施工における今後の管理について 28

 柏崎刈羽原子力発電所では、従来から埋設物管理図を作成し、建設計画・設計・施工の各段階で

これを確認することとしていたが、今回の調査で把握したセメント改良土のような建設残置物の情報も

含めて一元管理する仕組みとし、建設計画・設計・施工の各段階で必ずこの一元管理された情報を

確認することをルール化する。

 埋設物管理図を確認する目的として、大きく以下の３点が挙げられるが、6号機大物搬入建屋杭の

損傷事象を踏まえ、特に③についても建設計画・設計・施工の各段階で必ず確認するよう、ルールに

明記する。

①地中に存在する重要設備の損傷防止

②地中埋設物の存在による施工計画・工法等の検討

③地中埋設物による計画施設への耐震上の影響確認

 以上に述べたルールについて、建設計画・設計・施工に関わる全ての当社社員及び協力企業の方々

へ周知徹底する。なお、6号機大物搬入建屋杭の損傷事象については、既に発電所内で説明会を実

施済み。


